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富
山
県 

申
請
者 

①  申請 ※学会開催１か月半前まで

 

② 交付決定通知 

・申請書（様式第１号） 

・収支予算書（様式第２号） 

・開催要領 

・実行委員会等の役員名簿 

・ （提出任意）その他参考となる資料 

⑤ 実績報告 ※学会開催後速やかに

１か月前まで 

③ 変更申請 ※学会開催 2 週間前まで 

④ 変更承認 

＜提出書類＞ ※押印不要、データ提出可 

・実績報告書（様式第５号） 

・収支精算書（様式第６号） 

・宿泊証明書又は県外参加者名簿 

・（提出任意）その他参考となる資料 

・振込依頼書 

・委任状（申請者と振込名義が異なる場合） 

 

＜提出書類＞※押印不要、データ提出可 

⑥ 額の確定通知・支払い 

学会等開催 

市町の補助金額確定後 

市町から補助を受ける必要あり 

＜申請内容に変更がある場合に該当＞ 

＊次頁（※１）参照 

＜補助要件を満たさなくなった場合に該当＞ 

⑤＇取下げ申請 

＊次頁（※２）参照 

⑥＇取下げ承認 
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（※１）変更申請 

    ③【主催者】変更申請 ※学会開催２週間前まで 

 

 

 

 

 

 

④【富山県】変更承認 

 

 

 

（※２）申請の取り下げ 

    ③【主催者】取下げ申請 

 

 

 

 

 

 

 

 

④【富山県】取下げ承認（＝手続き完了） 

 

・事業計画変更申請書（様式第３号） 

・変更理由書（様式任意） 

・変更後の収支予算書（様式第２号） 

＜提出書類＞ ※押印不要、データ提出可 

・取下げ申請書 

【添付資料】 

・収支精算書（様式第６号） 

・宿泊証明書又は県外参加者名簿 

※添付資料は取下げ理由により異なりますので、記入例を

ご確認ください。。 

＜提出書類＞ ※押印不要、データ提出可 


